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佐久医療圏における今後の各医療機関の役割分担の基本的な方向性について（意見交換）
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〇 各医療機関の対応方針に関する議論や、地域全体の2025年における医療提供体制の検証を進めていく上では、佐久医療
圏における今後の各医療機関の役割分担の基本的な方向性について、地域の関係者で共通認識をもつことが重要。

○ 基本的な方向性について検討する上で留意すべきと考えられる視点は以下のとおりだが、これ以外の地域の実情を踏まえ
た視点も含め、佐久医療圏における今後の各医療機関の役割分担の基本的な方向性について、どのように考えるか。

１．人口構造の変化に伴う入院需要の変化

佐久医療圏の人口は今後も減少し、入院需要の総数は2030年頃にピークを迎え、疾患別でみると、肺炎や心不全等の総合的な診療を
求められる疾患が、がんや循環器系疾患等の高度・専門的な診療を求められる疾患よりも増加することが見込まれている。

地域全体で入院需要の変化に対応し、質が高く効率的な医療を提供していくために、どのような役割分担を目指すべきか。

２．医師の働き方改革

2024年４月１日から時間外労働の上限規制（原則960時間/年、特例1,860時間/年）が適用されることを踏まえ、懸念される地域の
救急体制等に影響が生じないよう、まずは2024年に向けて、各病院による実態に応じた宿日直許可の取得等を着実に進めていく必要。

その上で、2035年の特例水準の解消を見据え、地域全体の医療提供体制に影響が生じないよう、どのような役割分担を目指すべきか。

３．医療従事者の確保

患者側のニーズの変化や働き方改革の観点も踏まえ、今後も地域全体で医師をはじめとした医療従事者の確保を進めていくために、
どのような役割分担を目指すべきか。

４．新興感染症等の感染拡大時における医療

新興感染症等の感染拡大時に一般医療と感染症医療を両立した体制をスムーズに構築できるよう、どのような役割分担を目指すべきか。



参考：有識者による役割分担の考え方

○ 産業医科大学の松田晋哉教授は、今般の新型コロナウイルス感染症の経験を踏まえ、アフターコロナの医療機関の役割
分担の方向性として、①急性期多機能病院、②地域密着型多機能病院（地域包括ケア病院）、③慢性期多機能病院という形
で病床の機能分化が進み、その際、急性期中核病院の大規模化と、地域住民の入院や入所、在宅等の医療・介護を柔軟に
支える病院を中核とした、アライアンスによる医療介護生活複合体を形成することが重要になると指摘。

3出典：令和４年３月22日日本地域包括ケア学会第３回大会 松田晋哉氏講演資料



参考：他県における役割分担の考え方

○ 奈良県では、超高齢化社会に対応できる医療提供体制を構築するため、救急医療や高度医療に責任を持って対応する
「断らない病院」と、地域包括ケアシステムを支える「面倒見のいい病院」という基本的な役割分担の考え方を整理し、両病院
が機能を発揮し、連携が強化されるよう取組を推進。

○ 新潟県では、将来的な疾病構造の変化や働き方改革に対応し、医療の質の維持・向上を実現するため、医療資源（医師
等）を集約化し、高度・専門的な手術機能や重症患者の受入に対応できる「地域で高度な医療を支える柱となる病院」と、今
後ニーズの増加が見込まれる後期高齢者等に多い疾患を中心に担う「地域包括ケアシステムを支える医療機関」という基本
的な役割分担の考え方を整理し、各構想区域の実情を踏まえた役割分担の具体化を進めている。
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■奈良県の事例 ■新潟県の事例



参考：国における役割分担の考え方
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○ 総務省が発出した「公立病院経営強化ガイドライン」では、今般のコロナ禍における教訓や、医療従事者の
確保及び働き方改革への対応を踏まえた医療機関同士の役割分担のあり方として、地域において中核的医
療を担う基幹病院に急性期機能を集約・強化して医師・看護師等を確保するとともに、基幹病院から回復期
や初期救急機能等を担う地域の中小病院に医師・看護師等を派遣する連携体制の構築を進めるべきとの
考え方が示されている。

基幹病院 基幹病院以外の
中小病院等

急性期機能を集約

連携を強化

医師・看護師等を確保 回復期機能・初期救急等
を担う

（医師派遣・遠隔診療等）



参考資料：佐久医療圏の医療提供体制の現状
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佐久医療圏の基幹病院等の指定状況
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○ 佐久医療センターを各政策医療の基幹病院とし、救急医療体制は10病院で輪番体制を敷いている。
○ また、佐久医療センターは、中小医療機関に対し医師派遣を行うことを主な機能とする地域医療人材
拠点病院としての機能も担っている。

○ 新型コロナウイルス感染症患者受入医療機関については、９病院が担っている状況。

医療機関施設名
開設者
区分

許可病床
（一般・療養）

拠点病院等の指定状況

地域医療
支援病院

地域医療
人材拠点
支援病院

救命救急
センター

病院群
輪番制
参加病院

災害拠点
病院

周産期
母子医療
センター

小児地域医
療センター
（又は小児中
核病院）

へき地医療
拠点病院

がん診療連
携拠点病院
（地域がん診
療病院）

在宅療養
支援病院

在宅療養
支援診療所

新型コロナ
重点医療
機関等

（確保病床数）

2021.7.1 2021.10.1 2022.5.26

佐久医療センター 公的 446 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ○（１５）

国保浅間総合病院 公立 278 〇 〇 ○ ○（７）

こもろ医療センター 公的 246 〇 ○（９）

佐久総合病院 公的 239 〇 〇 ○（１２）

御代田中央記念病院 民間 158 〇

軽井沢病院 公立 103 ○ ○（２）

佐久総合病院小海分院 公的 99 ○ 〇 ○（１）

町立千曲病院 公立 97 ○ 〇 ○（２）

川西赤十字病院 公的 84 ○ ○ ○（２）

くろさわ病院 民間 83 ○ 〇

金澤病院 民間 82 ○

小諸高原病院 公的 80 ○（１）

小諸病院 民間 78

雨宮病院 民間 54 ○

柳橋脳神経外科 民間 14 ○

花岡レディースクリニック 民間 13

中澤眼科クリニック 民間 6

博愛こばやし眼科 民間 3



将来推計人口（佐久医療圏）
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※国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30年推計）」及び2020年１月１日時点住民基本台帳人口を利用して推計。

（人） （％）
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疾患別の医療需要の推計（佐久医療圏）

注）グラフは産業医科大学公衆衛生学教室「地域別人口変化分析ツールAJAPA」（※）により作成
※国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30年推計）」及び厚生労働省「平成29年患者調査」の統計データを利用 9



受療動向：患者の流入状況 （佐久医療圏）

○ 佐久医療圏に所在する医療機関が、どの地域に居住する患者を診ているか（患者の流入）を分析。
※分析対象は、令和２年度における国民健康保険及び後期高齢者医療の被保険者分のレセプトデータ

出典：令和３年度医療計画作成支援データブック 10



受療動向：患者の流出状況 （佐久医療圏）

○ 佐久医療圏に居住する患者が、どの地域の医療機関を受診しているか（患者の流出）を分析。
※分析対象は、令和２年度における国民健康保険及び後期高齢者医療の被保険者分のレセプトデータ

出典：令和３年度医療計画作成支援データブック 11



有床医療機関における医師・看護職員の配置状況（佐久医療圏）

出典：令和３年度病床機能報告注）看護職員数は、看護師、准看護師、看護補助者の人数を集計
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有床医療機関における救急搬送の受入状況（佐久医療圏）

出典：病床機能報告 13



DPC病院における救急搬送（MDC別）の受入状況 （佐久医療圏）

出典：令和２年度DPC導入の影響評価に係る調査「退院患者調査」（厚生労働省）

MDC 内容 MDC 内容 MDC 内容 MDC 内容 MDC 内容 MDC 内容
1 神経系疾患 4 呼吸器系疾患 7 筋骨格系疾患 10 内分泌・栄養・代謝に関する疾患 13 血液・造血器・免疫臓器の疾患 16 外傷・熱傷・中毒
2 眼科系疾患 5 循環器系疾患 8 皮膚・皮下組織の疾患 11 腎・尿路系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 14 申請時疾患、先天性奇形 17 精神疾患
3 耳鼻咽喉科系疾患 6 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 9 乳房の疾患 12 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 15 小児疾患 18 その他の疾患
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参考資料：県から提供するレセプトデータ等の分析結果について
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今後の議論を進めるにあたり県から提供するデータ

○ 国が行った公立・公的医療機関等の診療実績データの分析は、９領域（がん、脳卒中、心血管疾患、救急、災害、へき地、
周産期、小児、医師派遣）に係る急性期機能のみを対象としており、公立・公的医療機関等の機能を評価する上では不十分。

○ 本県では、急性期に限らず幅広い医療機能を評価するためのデータとして、以下のとおりレセプトデータ等を用いて分析し
た結果について、調整会議に提供する。

医療機能 分析した内容 分析に用いたデータ

外来機能

①外来医療の実施状況 健康長寿ビッグデータ（※）

②一次救急患者の受入状況 健康長寿ビッグデータ（※）

回復期機能

③地域包括ケア病棟入院基本料の算定状況 健康長寿ビッグデータ（※）

④急性期を経過した患者又は急性増悪した在宅患者の受入状況 健康長寿ビッグデータ（※）

⑤リハビリテーションの実施状況 健康長寿ビッグデータ（※）

慢性期機能

⑥長期療養患者の受入状況 健康長寿ビッグデータ（※）

⑦看取りの実施状況 病床機能報告

その他 ⑧入退院経路の状況 病床機能報告

16※ 令和元年度に構築した、平成26年度（2014年度）～平成30年度（2018年度）分の国保・後期高齢者医療の被保険者のレセプトデータベース



外来機能 ①外来医療の実施状況 （佐久医療圏）

○ 有床医療機関の外来機能を評価する指標として、外来診療を実施した患者数及び患者の受療動向（どの地域から
患者を受け入れているか）を分析。
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集計した診療行為名称
初診
初診（文書による紹介がない患者）
初診（妥結率５割以下）
再診
電話等再診
外来診療料
外来診療料（他医療機関へ文書紹介の申出を行っている患者）
再診（妥結率５割以下）
電話等再診（妥結率５割以下）
外来診療料（妥結率５割以下）
小児科外来診療料（処方せんを交付）初診時
小児科外来診療料（処方せんを交付）再診時
小児科外来診療料（処方せんを交付しない）初診時
小児科外来診療料（処方せんを交付しない）再診時
小児かかりつけ診療料（処方せんを交付）（初診時）
小児かかりつけ診療料（処方せんを交付）（再診時）
小児かかりつけ診療料（処方せんを交付しない）（初診時）
小児かかりつけ診療料（処方せんを交付しない）（再診時）



外来機能 ②一次救急医療の実施状況 （佐久医療圏）

○ 有床医療機関の外来機能を評価する指標として、一次救急医療を実施した患者数及び患者の受療動向を分析。
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外来機能 ②一次救急患者の受入状況（集計した診療行為）

初診（時間外）加算
初診（休日）加算
初診（深夜）加算
初診（時間外特例）加算
小児科外来診療料（初診時時間外特例医療機関）加算
小児科初診（乳幼児夜間）加算（６歳未満）
小児科初診（乳幼児休日）加算（６歳未満）
小児科初診（乳幼児深夜）加算（６歳未満）
初診（乳幼児時間外）加算
初診（乳幼児休日）加算
初診（乳幼児深夜）加算
初診（乳幼児時間外特例医療機関）加算
初診（夜間・早朝等）加算
再診（時間外）加算（入院外）
再診（休日）加算（入院外）
再診（深夜）加算（入院外）
再診（時間外特例医療機関）加算（入院外）
小児科外来診療料（再診時時間外特例医療機関）加算
外来診療料（時間外）加算（入院外）
外来診療料（休日）加算（入院外）
外来診療料（深夜）加算（入院外）
外来診療料（時間外特例医療機関）加算（入院外）
小児科再診（乳幼児夜間）加算（６歳未満）（入院外）
小児科再診（乳幼児休日）加算（６歳未満）（入院外）
小児科再診（乳幼児深夜）加算（６歳未満）（入院外）
外来診療料（小児科・乳幼児夜間）加算（６歳未満）（入院外）
外来診療料（小児科・乳幼児休日）加算（６歳未満）（入院外）
外来診療料（小児科・乳幼児深夜）加算（６歳未満）（入院外）
再診（乳幼児時間外）加算（入院外）
再診（乳幼児休日）加算（入院外）
再診（乳幼児深夜）加算（入院外）
再診（乳幼児時間外特例医療機関）加算（入院外）
外来診療料（乳幼児時間外）加算（入院外）
外来診療料（乳幼児休日）加算（入院外）
外来診療料（乳幼児深夜）加算（入院外）
外来診療料（乳幼児時間外特例医療機関）加算（入院外）
再診（夜間・早朝等）加算
再診（時間外）加算（入院）
再診（休日）加算（入院）

再診（深夜）加算（入院）
再診（乳幼児時間外）加算（入院）
再診（乳幼児休日）加算（入院）
再診（乳幼児深夜）加算（入院）
再診（時間外特例医療機関）加算（入院）
再診（乳幼児時間外特例医療機関）加算（入院）
小児科再診（乳幼児夜間）加算（６歳未満）（入院）
小児科再診（乳幼児休日）加算（６歳未満）（入院）
小児科再診（乳幼児深夜）加算（６歳未満）（入院）
外来診療料（時間外）加算（入院）
外来診療料（休日）加算（入院）
外来診療料（深夜）加算（入院）
外来診療料（乳幼児時間外）加算（入院）
外来診療料（乳幼児休日）加算（入院）
外来診療料（時間外特例医療機関）加算（入院）
外来診療料（乳幼児深夜）加算（入院）
外来診療料（乳幼児時間外特例医療機関）加算（入院）
外来診療料（小児科・乳幼児夜間）加算（６歳未満）（入院）
外来診療料（小児科・乳幼児休日）加算（６歳未満）（入院）
外来診療料（小児科・乳幼児深夜）加算（６歳未満）（入院）
小児科外来診療料（外来診療料時間外特例医療機関）加算
小児科外来診療料（初診時乳幼児夜間）加算
小児科外来診療料（初診時乳幼児休日）加算
小児科外来診療料（初診時乳幼児深夜）加算
小児科外来診療料（再診時乳幼児夜間）加算
小児科外来診療料（再診時乳幼児休日）加算
小児科外来診療料（再診時乳幼児深夜）加算
小児科外来診療料（外来診療料乳幼児夜間）加算
小児科外来診療料（外来診療料乳幼児休日）加算
小児科外来診療料（外来診療料乳幼児深夜）加算
小児科外来診療料（初診時乳幼児時間外）加算
小児科外来診療料（再診時乳幼児時間外）加算
小児科外来診療料（外来診療料乳幼児時間外）加算
地域包括診療料（再診時時間外）加算
地域包括診療料（再診時休日）加算
地域包括診療料（再診時深夜）加算
地域包括診療料（再診時乳幼児時間外）加算
地域包括診療料（再診時乳幼児休日）加算
地域包括診療料（再診時乳幼児深夜）加算

地域包括診療料（再診時時間外特例医療機関）加算
地域包括診療料（再診時乳幼児時間外特例医療機関）加算
小児科地域包括診療料（再診時乳幼児夜間）加算
小児科地域包括診療料（再診時乳幼児休日）加算
小児科地域包括診療料（再診時乳幼児深夜）加算
地域包括診療料（再診時夜間・早朝等）加算
認知症地域包括診療料（再診時時間外）加算
認知症地域包括診療料（再診時休日）加算
認知症地域包括診療料（再診時深夜）加算
認知症地域包括診療料（再診時乳幼児時間外）加算
認知症地域包括診療料（再診時乳幼児休日）加算
認知症地域包括診療料（再診時乳幼児深夜）加算
認知症地域包括診療料（再診時時間外特例医療機関）加算
認知症地域包括診療料（再診時乳幼児時間外特例医療機関）加算
小児科認知症地域包括診療料（再診時乳幼児夜間）加算
小児科認知症地域包括診療料（再診時乳幼児休日）加算
小児科認知症地域包括診療料（再診時乳幼児深夜）加算
認知症地域包括診療料（再診時夜間・早朝等）加算
小児かかりつけ診療料（初診時乳幼児時間外）加算
小児かかりつけ診療料（初診時乳幼児休日）加算
小児かかりつけ診療料（初診時乳幼児深夜）加算
小児かかりつけ診療料（初診時時間外特例医療機関）加算
小児科小児かかりつけ診療料（初診時乳幼児夜間）加算
小児科小児かかりつけ診療料（初診時乳幼児休日）加算
小児科小児かかりつけ診療料（初診時乳幼児深夜）加算
小児かかりつけ診療料（再診時乳幼児時間外）加算
小児かかりつけ診療料（再診時乳幼児休日）加算
小児かかりつけ診療料（再診時乳幼児深夜）加算
小児かかりつけ診療料（再診時時間外特例医療機関）加算
小児科小児かかりつけ診療料（再診時乳幼児夜間）加算
小児科小児かかりつけ診療料（再診時乳幼児休日）加算
小児科小児かかりつけ診療料（再診時乳幼児深夜）加算
小児かかりつけ診療料（外来診療料乳幼児時間外）加算
小児かかりつけ診療料（外来診療料乳幼児休日）加算
小児かかりつけ診療料（外来診療料乳幼児深夜）加算
小児かかりつけ診療料（外来診療料時間外特例医療機関）加算
小児科小児かかりつけ診療料（外来診療料乳幼児夜間）加算
小児科小児かかりつけ診療料（外来診療料乳幼児休日）加算
小児科小児かかりつけ診療料（外来診療料乳幼児深夜）加算

集計した診療行為名称
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回復期機能 ③地域包括ケア病棟入院基本料の算定状況 （佐久医療圏）

○ 病院の回復期機能を評価する指標として、地域包括ケア病棟入院基本料・入院管理料を算定した患者数を集計。
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回復期機能 ③地域包括ケア病棟入院基本料の算定状況（集計した診療行為）

21

地域包括ケア病棟入院料１

地域包括ケア病棟入院料１（生活療養）

地域包括ケア入院医療管理料１

地域包括ケア入院医療管理料１（生活療養）

地域包括ケア病棟入院料２

地域包括ケア病棟入院料２（生活療養）

地域包括ケア入院医療管理料２

地域包括ケア入院医療管理料２（生活療養）

地域包括ケア病棟入院料３

地域包括ケア病棟入院料３（生活療養）

地域包括ケア入院医療管理料３

地域包括ケア入院医療管理料３（生活療養）

地域包括ケア病棟入院料４

地域包括ケア病棟入院料４（生活療養）

地域包括ケア入院医療管理料４

地域包括ケア入院医療管理料４（生活療養）

地域包括ケア病棟入院料１（特定地域）

地域包括ケア病棟入院料１（生活療養）（特定地域）

地域包括ケア入院医療管理料１（特定地域）

地域包括ケア入院医療管理料１（生活療養）（特定地域）

地域包括ケア病棟入院料２（特定地域）

地域包括ケア病棟入院料２（生活療養）（特定地域）

地域包括ケア入院医療管理料２（特定地域）

地域包括ケア入院医療管理料２（生活療養）（特定地域）

地域包括ケア病棟入院料３（特定地域）

地域包括ケア病棟入院料３（生活療養）（特定地域）

地域包括ケア入院医療管理料３（特定地域）

地域包括ケア入院医療管理料３（生活療養）（特定地域）

地域包括ケア病棟入院料４（特定地域）

地域包括ケア病棟入院料４（生活療養）（特定地域）

地域包括ケア入院医療管理料４（特定地域）

地域包括ケア入院医療管理料４（生活療養）（特定地域）

集計した診療行為名称



回復期機能 ④急性期を経過した患者又は急性増悪した在宅患者の受入状況 （佐久医療圏）

○ 病院の回復期機能を評価する指標として、他の医療機関からの急性期を経過した患者又は在宅や介護施設等で
急性増悪した患者の受入実績を集計。

22

集計した診療行為名称

急性期患者支援病床初期加算（地域包括ケア病棟入院料）

在宅患者支援病床初期加算（地域包括ケア病棟入院料）

救急・在宅等支援病床初期加算（特定一般病棟入院料）

救急・在宅等支援病床初期加算（地域一般入院基本料）

急性期患者支援療養病床初期加算（療養病棟入院基本料）

在宅患者支援療養病床初期加算（療養病棟入院基本料）



回復期機能 ⑤リハビリテーションの実施状況 （佐久医療圏）

○ 病院の回復期機能を評価する指標として、入院患者に対するリハビリテーションの実施状況を集計。

23



回復期機能 ⑤リハビリテーションの実施状況（集計した診療行為）

心大血管疾患リハビリテーション料（１）

心大血管疾患リハビリテーション料（２）

脳血管疾患等リハビリテーション料（１）

脳血管疾患等リハビリテーション料（２）

脳血管疾患等リハビリテーション料（３）

脳血管疾患等リハビリテーション料（１）（要介護・入院）

脳血管疾患等リハビリテーション料（２）（要介護・入院）

脳血管疾患等リハビリテーション料（３）（要介護・入院）

脳血管疾患等リハビリテーション料（１）（要介護・入院外）

脳血管疾患等リハビリテーション料（２）（要介護・入院外）

脳血管疾患等リハビリテーション料（３）（要介護・入院外）

廃用症候群リハビリテーション料（１）

廃用症候群リハビリテーション料（２）

廃用症候群リハビリテーション料（３）

廃用症候群リハビリテーション料（１）（要介護・入院）

廃用症候群リハビリテーション料（２）（要介護・入院）

廃用症候群リハビリテーション料（３）（要介護・入院）

廃用症候群リハビリテーション料（１）（要介護・入院外）

廃用症候群リハビリテーション料（２）（要介護・入院外）

廃用症候群リハビリテーション料（３）（要介護・入院外）

運動器リハビリテーション料（１）

運動器リハビリテーション料（２）

運動器リハビリテーション料（３）

運動器リハビリテーション料（１）（要介護・入院）

運動器リハビリテーション料（２）（要介護・入院）

運動器リハビリテーション料（３）（要介護・入院）

運動器リハビリテーション料（１）（要介護・入院外）

運動器リハビリテーション料（２）（要介護・入院外）

運動器リハビリテーション料（３）（要介護・入院外）

呼吸器リハビリテーション料（１）

呼吸器リハビリテーション料（２）

障害児（者）リハビリテーション料（６歳未満）

障害児（者）リハビリテーション料（６歳以上１８歳未満）

障害児（者）リハビリテーション料（１８歳以上）

がん患者リハビリテーション料

認知症患者リハビリテーション料

集計した診療行為名称
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慢性期機能 ⑥長期療養患者の受入状況 （佐久医療圏）

○ 病院の慢性期機能を評価する指標として、医療区分ごとの長期療養患者の受入状況を集計。

25



慢性期機能 ⑥長期療養患者の受入状況（集計した診療行為）

療養病棟入院料１（入院料Ａ）
療養病棟入院料１（入院料Ｂ）
療養病棟入院料１（入院料Ｃ）
療養病棟入院料１（入院料Ｄ）
療養病棟入院料１（入院料Ｅ）
療養病棟入院料１（入院料Ｆ）
療養病棟入院料１（入院料Ｇ）
療養病棟入院料１（入院料Ｈ）
療養病棟入院料１（入院料Ｉ）
療養病棟入院料２（入院料Ａ）
療養病棟入院料２（入院料Ｂ）
療養病棟入院料２（入院料Ｃ）
療養病棟入院料２（入院料Ｄ）
療養病棟入院料２（入院料Ｅ）
療養病棟入院料２（入院料Ｆ）
療養病棟入院料２（入院料Ｇ）
療養病棟入院料２（入院料Ｈ）
療養病棟入院料２（入院料Ｉ）
療養病棟入院料１（入院料Ａ）（生活療養）
療養病棟入院料１（入院料Ｂ）（生活療養）
療養病棟入院料１（入院料Ｃ）（生活療養）
療養病棟入院料１（入院料Ｄ）（生活療養）
療養病棟入院料１（入院料Ｅ）（生活療養）
療養病棟入院料１（入院料Ｆ）（生活療養）
療養病棟入院料１（入院料Ｇ）（生活療養）
療養病棟入院料１（入院料Ｈ）（生活療養）
療養病棟入院料１（入院料Ｉ）（生活療養）
療養病棟入院料２（入院料Ａ）（生活療養）
療養病棟入院料２（入院料Ｂ）（生活療養）
療養病棟入院料２（入院料Ｃ）（生活療養）
療養病棟入院料２（入院料Ｄ）（生活療養）

療養病棟入院料２（入院料Ｅ）（生活療養）
療養病棟入院料２（入院料Ｆ）（生活療養）
療養病棟入院料２（入院料Ｇ）（生活療養）
療養病棟入院料２（入院料Ｈ）（生活療養）
療養病棟入院料２（入院料Ｉ）（生活療養）
特定一般病棟・療養病棟入院料１（Ａ）
特定一般病棟・療養病棟入院料１（Ｂ）
特定一般病棟・療養病棟入院料１（Ｃ）
特定一般病棟・療養病棟入院料１（Ｄ）
特定一般病棟・療養病棟入院料１（Ｅ）
特定一般病棟・療養病棟入院料１（Ｆ）
特定一般病棟・療養病棟入院料１（Ｇ）
特定一般病棟・療養病棟入院料１（Ｈ）
特定一般病棟・療養病棟入院料１（Ｉ）
一般病棟・療養病棟入院料１（Ａ）
一般病棟・療養病棟入院料１（Ｂ）
一般病棟・療養病棟入院料１（Ｃ）
一般病棟・療養病棟入院料１（Ｄ）
一般病棟・療養病棟入院料１（Ｅ）
一般病棟・療養病棟入院料１（Ｆ）
一般病棟・療養病棟入院料１（Ｇ）
一般病棟・療養病棟入院料１（Ｈ）
一般病棟・療養病棟入院料１（Ｉ）
療養病棟入院料２（Ａ）（経過措置１）
療養病棟入院料２（Ｂ）（経過措置１）
療養病棟入院料２（Ｃ）（経過措置１）
療養病棟入院料２（Ｄ）（経過措置１）
療養病棟入院料２（Ｅ）（経過措置１）
療養病棟入院料２（Ｆ）（経過措置１）
療養病棟入院料２（Ｇ）（経過措置１）
療養病棟入院料２（Ｈ）（経過措置１）

療養病棟入院料２（Ｉ）（経過措置１）
療養病棟入院料２（Ａ）（経過措置２）
療養病棟入院料２（Ｂ）（経過措置２）
療養病棟入院料２（Ｃ）（経過措置２）
療養病棟入院料２（Ｄ）（経過措置２）
療養病棟入院料２（Ｅ）（経過措置２）
療養病棟入院料２（Ｆ）（経過措置２）
療養病棟入院料２（Ｇ）（経過措置２）
療養病棟入院料２（Ｈ）（経過措置２）
療養病棟入院料２（Ｉ）（経過措置２）
療養病棟入院料２（Ｉ）（経過措置２・通則８）
療養病棟入院料２（Ａ）（生活療養）（経過措置１）
療養病棟入院料２（Ｂ）（生活療養）（経過措置１）
療養病棟入院料２（Ｃ）（生活療養）（経過措置１）
療養病棟入院料２（Ｄ）（生活療養）（経過措置１）
療養病棟入院料２（Ｅ）（生活療養）（経過措置１）
療養病棟入院料２（Ｆ）（生活療養）（経過措置１）
療養病棟入院料２（Ｇ）（生活療養）（経過措置１）
療養病棟入院料２（Ｈ）（生活療養）（経過措置１）
療養病棟入院料２（Ｉ）（生活療養）（経過措置１）
療養病棟入院料２（Ａ）（生活療養）（経過措置２）
療養病棟入院料２（Ｂ）（生活療養）（経過措置２）
療養病棟入院料２（Ｃ）（生活療養）（経過措置２）
療養病棟入院料２（Ｄ）（生活療養）（経過措置２）
療養病棟入院料２（Ｅ）（生活療養）（経過措置２）
療養病棟入院料２（Ｆ）（生活療養）（経過措置２）
療養病棟入院料２（Ｇ）（生活療養）（経過措置２）
療養病棟入院料２（Ｈ）（生活療養）（経過措置２）
療養病棟入院料２（Ｉ）（生活療養）（経過措置２）
療養病棟入院料２（Ｉ）（生活療養）（経過措置２・通則８）

集計した診療行為名称
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慢性期機能 ⑦看取りの実施状況 （佐久医療圏）

○ 有床医療機関の慢性期機能を評価する指標として、看取りを行った患者数を集計。
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その他 ⑧入退院経路の状況 ～入院経路～ （佐久医療圏）

○ 回復期・慢性期機能を担う医療機関の傾向として、他の医療機関又は介護施設からの入院が多くなる傾向がある
ことから、有床医療機関の入院経路の状況を集計。
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その他 ⑧入退院経路の状況 ～退院経路～ （佐久医療圏）

○ 回復期・慢性期機能を担う医療機関の傾向として、退院先が他の医療機関、介護施設、死亡が多くなる傾向がある
ことから、有床医療機関の退院経路の状況を集計。
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